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においても、防災訓練についてお知らせしましたが、これまで、こう

各町自治会単位にて開催していました。また、役員不足等自治会の事

るところがありました。

、効率的・効果的な訓練ができないか？を考え、本年度、住民自治協

消防局等の関係機関の協力を得ながら“第四地区全体（諏訪町・西後

新田町の６町）”で行なう“初めての防災訓練”を５月 29 日（日）

て開催しました。

（雨）で訓練規模を縮小（楽しみにしていた、ブタ汁が食べられず残

になりましたが、なんと、約 180 名の地域住民の皆さんに参加いた



震災が発生した場合、消火活動や救助活動には、間違いなく地域のみなさんの協力が必要です。

平成 7 年 1 月 17 日 兵庫県南部を中心に発生した阪神・淡路大震災では、救出された方の

約８割が“共助”により助けられました。今回防災訓練を体験された方につきましては、万が一

の事態が生じた場合、訓練の知識等を活かしていただきたいと思います。

また、残念ながら防災訓練に参加できなかった皆様におかれましては、今後も自治会・町内会

等で取組まれる防災訓練があれば、是非、参加していただき消火活動や救護活動の知識や技術を

習得願います。

平成 16 年 12 月 26 日に発生した「スマトラ島沖地震」は、

最大震度が７でした。体験車では、この地震を再現したものを体

感することができした。あらかじめ、揺れることが判っていまし

たが、とても立っていられない状況でした。この揺れがなんの前

触れもなく起きた思うと・・・・・・
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大地震が起こると、電気・水道・ガスなどライフラインが止まります。道路や線路は遮断

され車も電車も運転できません。復旧までには、自分たちで“水”“電池”“懐中電灯”“ガス

コンロ”などを用意しておかなければなりません。

ライフラインの復旧には、時間がかかります。

阪神・淡路大震災では電気・水道・ガスの復旧には、それぞれ６日、42 日、85 日の時間

を要したようです。首都直下地震が発生した場合には、電気は６日、水道は 30 日、ガスは

55 日の時間が復旧に必要とされているとのことです。

また、行政から支援が届くと思われるまでの３日分は、飲料水・食料・医療品・卓上コン

ロ・懐中電灯・簡易トイレ等の用意が必要となります。

※（財）日本防火・危機管理促進協会「危機管理ハンドブック」から

◆ 電気関係

・自家発電式のラジオや充電器を容易

◆ 水道関係

・水は、１人１日 ３リットル計算で３日分用意

・普段から、浴槽に水を用意

・トイレが使えなくなることを想定して簡易トイレを用意

◆ ガス関係

・食料は、最初の３日分は水や火を使わなくてもよいものを中心にする。

・コンロは代えの燃料も忘れずに用意

災害用伝言ダイヤルは、地震、噴火などの災害発生により、被災

地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が

開始される“声の伝言板”です。災害用伝言ダイヤルは、公衆電

話や携帯電話からも使用可能です（１伝言当り 30 秒、１電話番

号当り１～10 件の伝言可能。なお、録音保存期間は 48 時間で、

48 時間を過ぎると伝言は消去されます。）。

録音の方法

「171」にダイヤルし

す。

録音する場合は「１」

、再生する場合は「２」

ダイヤルします。

自分の番号、または連

を取りたい被災地の

の電話番号を、市外局

からダイヤルします。

伝言を録音します。

□再生の方法

①「171」にダイヤルしま

す。

②録音する場合は「１」を、

再生する場合は「２」をダ

イヤルします。

③連絡を取りたい被災地の

方の電話番号を、市外局番

からダイヤルします。＜出展：NTT 東日本＞



住民自治協議会は、第四地区全体が“元気になれる活動”を幾つかの部会で考え、本年

度も実践していきます。その活動の中に取り入れたらいいのではないか？と思われるよう

な事業等ありましたら、是非、事務局にご連絡願います。

また、第四地区と後町小学校が合同で開催したら盛り上がることができると思われる活

動や、地区内の人材等の知的財産を生かした児童にとって有意義な活動等につきましても、

何かありましたらご提案願います。

５月 25 日に環境部会主催の施設研修が開催

されました。上越市にあるリサイクル会社を視

察しました。この会社については、ゴミの分

別・回収から、そのゴミをプラスティック杭や

椅子・机 etc.に製品化して販売までおこなって

いる会社でした。地域の皆さん、改めて“ゴミ

を出さない”努力及び、分別にご協力願います。

６月６日には、地域における福祉活動等をよ

り一層推進するため、松本市にある障害者支

援施設を視察しました。「“ノーマライゼーシ

ョンの基本理念”とは福祉に携わる者の憲法

のようなものです。」と語っていた三村支援

課長の言葉が印象的でありました。

第四地区住民を対象とした当該たよりを本年も定期的に発行する予定です。企業広告等

希望がありましたら事務局までご連絡願います。

＜印刷協力：長野ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾋﾞｽ＞


